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裁判員裁判の実施状況について(制度施行~平成30年10月末･速報）
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表1 罪名別の新受人員の推移
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i2受理後の嗣条の変更等により，裁判員漣判対象事件になったものを含まず，同事件に彼当しなくなったものは含む． ．

:3 1通の遥訴状で複孜の騨名の異なる裁判員趣判対愈事件が起鯨された掛合は.法定刑の最も鼠い罪名に附上した． ．
:4未遂処嗣規定のある罷名については‘未遂のものを含む． ． 、 ： ： ： ． ､ ： ・ ・ 、 ‘ ． 、 ・ ． ：
.､5 『. (軍）強繍わいせつ致死儲jは，監霞者わいせつ致死傷を含む．
6 「 （準）強刷性交等致死傷jは，監恩者性交等致死侭及び平成29年法律鰯72号による改正蘭の（準〉強姦致死傷を含む．
7『強盗・強鬮性交等』は，平成29年法律第12号による改正蘭の強盗強盗を含む．

;8 ： 「危険運伝致死」は，平成25年法律鯖86号による改正前の刷法208条の2及び自動車の運伝により人を死傷させる行斡等

の処罰に関する法律2条に規定する罪である． ； … 、い : 、 : ､ ：
:9 「鏡刀法」は， 「鮫砲刀剣類所持等取総法』の略である．

･10 「組織的犯罷処嗣法」は． 「姐織的な犯罪の処飼及び犯罪収益の規闘等に関する法律』の略である．

11 ･ 『麻藁特例法jは， 『国瞭的な協力の下に規閥蕊物に係る不正行禽を助畏する行為等の防止を図ろための麻蕊及び向輔
神蕊取締法等の特例辱に関する法律」の略である． ， ； ‘ ． 、 ：
12 『麻蕊取締法jは， 「麻薬及び向糖神薬取総法jの略である． , . : . .

､ 13蕊判員蕊判に関する事蔚を取り扱う支郁以外の支謡に起訴された人負を除く． ．

:14適職値である． 、 ： ： ． 、2. . ： ： ≦ ． 、 、 、 ： : 、 ､ 、．
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、 、 、 、2 『その他』は．免豚。公翫奉却･鯵逮《少年控65公による家顕移送を陣く。 ）辱である．
．．＆ ･3 ．未遂錫嗣規定のある即名については．傘建のものを含む．

． ： ． ： 、4有鯨〔一餌毎界壱含む．》の咀台は処繭卵名を．麟皿、その他の増合は錠角角において幽餓事件について扣げられて.いる誘因の界名のうち・蔵判員戴村対象事件の罪名《 ： ．

． ． 、 2 ． ． ．砥判員蔵同封象事件が巨賦あるときは・鐘走飼が鐘もEいもの》を。それぞれ酎上Lた。 ． ． ：： 、 ．、

？ :5起翫卯名と鱒定豚名が風なる届台や醐条の変更節の塩合などにおいてば．戯判員n円対象亭件の騨名と異なる即名で酎上されらことがある。
X.. ･. 6醸館扇について．廟の一趣執行画予が荷い瞳された人員は猛い、

． ． ． ． ？ 『噂■特例瞳』は， 『囚庫的な健力の下に轟圃風物に縄ろ不正行あを助長する行為等の駒止を因るための廓蔑及び内輪神鼠敢縄峻等の特例毎に周する建律』の略である。 ．

． ： ． ．s 『危険麺転致死』は.平氏25年鐘律捌8”によら改正的の嗣住208条の2及び自助卓の竃嘘により人を死侭させる行鐵等の処園に周する筐律に規定すら卸でらる・
． ． 9 ． 『銭刀按』は． 『醜砲刀剣顔爾持等取鋒偉Jの略である． 、． ・
・ g lO r釦僅的犯卯処嗣捷』は． 『虹鍾的な恩師の処園及び■罪収益の規卿等に閥する鐘歯』の路である。 ：

箔 ．、 ．】】 『廓蔑取碗憧』は。 『廓鉱及び向輸神墓取締他』の盛である。 ・ 9

・ ・・ ・】2 『洵戚行鈎畑嗣控』城． 『聞威行魯の処駒及び廊願行為への対処に園する瞳律』の略である． ． ．
，. ：脚 『過失超転吐死』は．平凪25年鱈律闘88号によら改正画の刑鐘21】灸Z項及び自働車の運転により人を死倒させる行為等の処園に岡する控律に風竃する卸である。 ． 、 ； ． ．

． 、 j4 『勉険通輯歎倒』は． 自動車の週伝により人を死偶させる行釣等の処観に同する峻律に規定する豚である． ． ．

． ． ・ ’15鍾判員拉3条】硬の除外快走があったものを除く・ず 、 、
． 16釦判員奴刺に関する亭笛を取り担う支箆以外の真麓に起踊され．闘鐘文陣の蟹絶区埴を敢鍾匹建とする本庁又は支錘に固付さ堀た人員を陣く。 ． ・ ・
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成30年10月末･速報）

表4 ：裁判員候補者名簿記戯者数，各段階における裁判員候補者数及び選任された裁判員・

､ -: :補充裁判員の数の推移､やi : ､ ‘ 、､ : :､: : : ､ 』 : : : ＆

3 J
巳

: :(E) .l ･Iｲj噸事月の巣計結果であり，平嵐29年以降は,爽鳳に噸判員侯桧者に選ばれない18鴬及び19魚の者が含まれる.なお， 18農及び19歳の者にういr

･ ･ ､f.: ･. :..:Ii,名億鯛後直ちに篇除される．ため『八Jには含まれない. . . : ､ ､冊 ：。 .｡ . ' ． $ 9 3 ､ ｡ ｡ .・ ・ § ． ． ． 、 。 ． 、 、． 、 ． ． ． ： ． ．． 3 ． ： ． ． .. 。 、 ． ．． ． ＄： ： . ．、 ． ： ．

． …鶏2 『ﾊjないじ『ｦ』蠅事通錨一審事件累による愚ぺ入局であり，鶴箇である．

･. }. : .3. 『二j及びIﾍjにlto辞退が鷹められたも”ほか, (1)欠紺事由,am禁止事由に磯蚤するとして‘序“さない繩又は呼出取關しがされたもの"含まれ,., : ;: .A . .･ ･ . : : . . ･".3･"""":;更:． ： i－ ，に蔚者には， 、)農居先不明噂により蕊判貝侯桧者名繩職通知“不到達であったもの鮒含まれる． ． ： ： .． ．． ． ： ． ． ： ： ・ ・ ・ ． ：
． ：.、 ：4 『ﾄ』には,そもそも呼出綴が到逮しておらず,現実的には出席を附待し斜ない蕊判貝倹桧者も含まれる．

、 、 5 .fﾇ』には,理由あり不遇任罐（麓判員法34f4項) ,驚過による不選任淡定(同法34f7m) ,理由なし不遮任雄(同法364)及び質問なし不選任淡定
： . ． ： . ,鴎§ （同綱35条2項， 3項)鰍されたものを含み， くじ等による不留任淡定(同桜37条3項)がされたものは含まない．
： ・6 イル(a) jのうち,平成21年及び平慮22年の人鼠には, (I)欠郷由り鯛誕事由に鴎するとして,呼び出さない楢E耐されたもの，側隠居先不明Wによ

・ 、 ： ．:り裁判貝侯葡者名縛麗段通紐尊が不到達であったものが含まれる。 ． ． ． ： ． ・ ､ ： ． ． ． . ・ ・ 、 .．
j 7 17j及び『力」は開事局への個別親告に基づく実人貝であり，風貝である． , : 、 ･ ・ ､ 1 ． ． ： ．

: ・

． ・9｛ ］は，判決人員(累肘11.335人,平皮21年142人.平成22¥l.506A,平成23年1,525人,平成24¥l.500人，平皮25年1.381人,平鹿26年1．別2人.平成

､."27¥l.182人,平成28年1, 104人6平成29¥966人.平成30¥821人) 1人当たりの平均である9蝉,判決人貝には少年陵55炎による錨移送快寵があつたもの
: :を含み,裁判螂鈎すら合脳体で審理伽行われずに公騨却鯛があったもりを含ま”． ‘ : ． ： ， ：､ ． 、 、． ． ． ： ・ ，塔 。． ． ． ： 。 ． 《 ・ ・ ・
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､裁判員裁判の実施状況について〈制度施行～平成30年10月末･速報）

表5平均審理期間及び公判前塾理手続期間の推移（自白否認別）
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成30年10月末･速報）

表7平均実審理期間及び平均開廷回数の推移（自白否認別）
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表8平均取鯛べ証人数の推移（自白否認別）
‘
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(注).1刑事局への個別親告による総建てである。
， :2鼠入り傲協刑事局への個別稲告による人員であり，相枝告人のみの関係で取り例ぺた騒人を含む，
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裁判員数判の実施状況について(制度施行～平成30年10月末･速報）
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表9平均評議時間の推移（自白否露別）
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